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【Ⅱ－９ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した

歯科医療の推進 －④】 

④ ライフステージに応じた口腔機能管理の推進 
 

第１ 基本的な考え方 

 

歯科疾患管理料の口腔機能管理加算及び小児口腔機能管理加算につい

て、歯科疾患の継続管理を行っている患者に対する診療実態に合わせて

要件等を見直す。 

 

第２ 具体的な内容 

 

１．歯科疾患管理料の小児口腔機能管理加算及び口腔機能管理加算の扱

いを見直す。 

 

２．口腔機能の発達不全を有する小児及び口腔機能の低下を来している

患者に対して、口腔機能管理を実施した場合の評価を新設する。 

 
現 行 改定案 

【歯科疾患管理料】 

［算定要件］ 

12 口腔機能の発達不全を有してい

る15歳未満の患者に対して、口腔

機能の獲得を目的として、患者等

の同意を得て、当該患者の口腔機

能評価に基づく管理計画を作成

し、療養上必要な指導を行った場

合は、小児口腔機能管理加算とし

て、100点を所定点数に加算する。 

13 口腔機能の低下を来している患

者に対して、口腔機能の回復又は

維持を目的として、患者等の同意

を得て、当該患者の口腔機能評価

に基づく管理計画を作成し、療養

上必要な指導を行った場合は、口

腔機能管理加算として、100点を所

定点数に加算する。 

【歯科疾患管理料】 

［算定要件］ 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

（新）  小児口腔機能管理料   ●点 
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［対象患者］ 

15歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者（咀嚼機能、嚥下機能

若しくは構音機能等が十分に発達していない又は正常に獲得できてい

ない患者） 

 

［算定要件］ 

（１）区分番号Ｂ０００－４に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号Ｂ０

０２に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者であっ

て、口腔機能の発達不全を有する15歳未満の小児に対して、口腔

機能の獲得を目的として、当該患者又はその家族等の同意を得て、

当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要

な指導を行った場合に、月１回に限り算定する。 

（２）入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院

の日の属する月に行った指導の費用は、第１章第２部第１節、第

３節又は第４節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、当該患

者が歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関

の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院している場合又は当該病

棟を退院した患者については、この限りでない。 

（３）小児口腔機能管理料を算定した月において、区分番号Ｂ０００－

６に掲げる周術期等口腔機能管理料（Ⅰ）、区分番号Ｂ０００－

７に掲げる周術期等口腔機能管理料（Ⅱ）、区分番号Ｂ０００－

８に掲げる周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）、区分番号Ｃ００１－

３に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号Ｃ００１－６に掲

げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区

分番号Ｎ００２に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。 

 

（新）  口腔機能管理料   ●点 

 

［対象患者］ 

歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低

下を認める患者（口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咀嚼能力低下、舌口

唇運動機能低下、咬合力低下、低舌圧又は嚥下機能低下の７項目のう

ちいずれか３項目以上に該当する患者） 

 

［算定要件］ 

（１）区分番号Ｂ０００－４に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号Ｂ０

０２に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者であっ

て、口腔機能の低下を来しているものに対して、口腔機能の回復

又は維持を目的として、患者等の同意を得て、当該患者の口腔機
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能評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場

合に、月●回に限り算定する。 

（２）入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院

の日の属する月に行った指導の費用は、第１章第２部第１節、第

３節又は第４節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、当該患

者が歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関

の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院している場合又は当該病

棟を退院した患者については、この限りでない。 

（３）口腔機能管理料を算定した月において、区分番号Ｂ０００－６に

掲げる周術期等口腔機能管料（Ⅰ）、区分番号Ｂ０００－７に掲

げる周術期等口腔機能管理料（Ⅱ）、区分番号Ｂ０００－８に掲

げる周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）、区分番号Ｃ００１－３に掲

げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号Ｃ００１－５に掲げる在

宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号Ｎ０

０２に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。 

 

３．口腔機能の評価を行うための口唇閉鎖力検査を行った場合の評価を

新設する。 

 

（新）  小児口唇閉鎖力検査（１回につき）   ●点 

 

［算定要件］ 

小児口唇閉鎖力測定を行った場合は、３月に１回に限り算定する。 

 

４．口腔機能の評価を行うための舌圧検査の算定頻度についての要件を

見直す。 

 
現 行 改定案 

【舌圧検査】 

［算定要件］ 

注１ 舌圧測定を行った場合は、６

月に１回に限り算定する。 

【舌圧検査】 

［算定要件］ 

注１ 舌圧測定を行った場合は、３

月に１回に限り算定する。 

 


